
工事完了公告 公共施設の引継ぎ

開発登録簿（Ａ２）2枚・
PDFデータ（ＣＤ－Ｒ）1枚提出

※ 原則として、工事完了公告があるまでは建築物の建築等はできませんが、許可権者の承認を得れば工事完了公告前に
  建築確認を受けることができます。なお、⼾建て建築分譲の場合は認めません。
※ 事前の窓口相談において、資料提出のないご相談については責任を負いかねます。
※ 道路の土地の帰属がある場合は、原則完了検査の2週間前まで道路管理課に必要書類を提出してください。

公共施設の所有権移転登記手続き 公共施設の引継ぎに関する手続き
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29条開発許可申請書提出 審査
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開発登録簿（Ａ２）2枚提出

意見等通知

計画の決定

32条同意・協議申請書提出
宅地開発事前協議申請書提出
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交付 同意書・協議書

開発許可申請の流れ
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計画の立案
開発行為等相談カード

相談・指導

2,000㎡以上の場合は
開発行為等事前相談申出書提出 区連絡調整委員会で協議
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